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第 7回多職種のための投稿論文の書き方セミナー

症例報告の書き方について

沖 潤一（旭川厚生病院小児科）

Ⅰ．は じ め に

コンピューターの普及により，情報処理能力，遺伝
子解析や画像診断が格段に進歩し，日常診療の現場に
も，診断基準，ガイドラインに沿った診療が求められ
るようになりました。さらに，個人情報の管理・保護
や医療倫理の条件も厳しくなり，ちょっと珍しいから
論文を書こうといった時代ではなくなりました。
このような背景がありながら，必ずしもインパク
ト・ファクターが高くない症例報告を執筆するのは何
故でしょうか。
向川原らは１），症例報告を書きあげることで，日々

の臨床において調べながら学ぶこと，重要な点を言語
化する能力を身につけることができると述べておりま
す。私自身にとっても，改めて患者さんと向き合う機
会であり，第一線で働いている著者の悩みや考え方を
教えてくれるものです。
さらに，長い間この仕事を続けていると，「自分で
もそう思っていたのに」と悔しがることが多々ありま
す。このような後悔を減らすためにも，症例報告を書
く意義があると思っています。
日本小児保健協会の機関誌である小児保健研究でも，
単に珍しい・稀であるといった希少性を追求するので
はなく，①ガイドライン通り治療しても新たな「良く
ない結果」が出た，②症状，経過がこれまでに報告の
ない新しいものである，③同じ人が有する 2つの病気
に予想外の関連性があるといった特徴を有する例を，
「症例報告」として受け付けております２）。

Ⅱ．症例報告の書き方

それでは，具体的な症例報告の書き方について述べ
ていきます。論文は，主に原著論文，症例報告に分か
れ，原著論文では，要旨，はじめに（あるいは緒言），
対象，方法，結果，考察，結語の順となるのに対して，
症例報告では，対象・方法の部分が＜症例＞となり，
結果の部分が＜転帰＞となります。
まず，＜はじめに＞では，過去の症例報告または総

論を述べ，「何を明らかにしたいか」ではなく，「何を
明らかにしたか」を簡潔に述べます３）。
次に＜症例＞という項目で，年齢，性別，初診時の

主訴，成育歴，家族構成，既往歴，現病歴について記
載し，どのような診察・検査を行って診断に至ったか
をまとめます。その後，治療・介入により，どのよう
に状態が変化したのかをまとめ，結論として転帰を記
載します。
最後に＜考察・考案＞の項で，提示した症例から得

られた結論を簡潔にまとめ，同様の報告例との共通
点・相違点を論理的に検討します。そして，今回の報
告が，臨床現場でどのように役立つのか，見逃すとど
のような不利益が生じるのかを改めて強調し，締めく
くります。
また，図と表はどのように使い分け，説明文は図表

のどこに記載するのかといったさまざまな決まり事が
あります。論文執筆初心者はもちろんのこと，経験の
多い指導者も常に信頼できる成書を手元に置き，投稿
しようと考えている雑誌の投稿規定を確認しながら症
例報告を書きましょう１，３）。
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図 1 図表の書き方について。掲載された症例 14）より引用

それでは，筆者が関わった症例報告を提示しながら，
書き方について述べていきます。

【症例 1】：新生児 B群溶連菌髄膜炎

新生児の B群溶連菌による髄膜炎は，早期に診断
し治療しないと死亡したり，重篤な後遺症を残したり
する疾患です。このため，髄液の細胞増多を確認し，
積極的に抗菌薬などで治療します。この例を論文にま
とめようと考えたのは，重篤な感染症を示唆する経
過・所見がありながら，初回の髄液検査で細胞増多が
なかったためです４）。
＜はじめに＞では，教科書的な常識と異なった点，
論文に書こうと思った動機について記述し，髄膜炎を
疑った時は基本的なグラム染色を怠らないことを強調
しました。
＜症例＞では，日齢 1の女児，主訴は呻吟（しんぎ
ん），腹部膨満，無呼吸発作という事実を記載し，出
生歴，現病歴を書きました。細胞増多はなかったもの
の，髄液のグラム染色でグラム陽性球菌を確認したと
いう重要な点は，写真を残しておくと説得力が増しま
す。検査結果や治療経過は，図表を用いると理解され
やすいです（図 1）。
＜転帰＞は，この治療で良かったか否かを伝えるた
めにも欠かせない項目です。この例では，「適切な抗
菌薬治療により，後遺症を残さず治癒できた」と記述

しました。
＜考察＞の項では，「初回髄液検査で細胞数増多を

認めなかった細菌性髄膜炎の本邦における報告例」と
して自験例を提示し，共通点・相違点を検討します。
すなわち，検査が早すぎると細胞増多が確認できない
のではないか，症例自体に免疫不全があったのではな
いかといった問題点を掲げて論理的に議論しました。
＜要旨＞では，字数を守りながら，この症例報告で

読者に伝えたかったことをまとめます。今回は，「髄
膜炎が想定される場合は，髄液の細胞増多がなくとも，
必ずグラム染色を行い，治療方針を決めるべきである」
を要旨としました。

【症例 2】：寒冷暴露などの虐待が，成長曲線に影響を及
ぼした女児例

この症例は，両親の虐待による寒冷暴露により，5
歳で血管内血液凝固症候群を合併した女児例です５）。児
に発達障害が背景にあった虐待例であり，＜症例＞で
家族歴，発達歴をより詳細に記載しました。すなわち，
「頚定が 6か月，始歩が 1歳 6か月，2歳を過ぎても
有意の単語がなかった長女である。健常発達を示す妹
が生まれた後から 身長・体重の増加が不調となっ
た」です。
次に，医療機関を受診したときの主訴を記載しまし

た。この例は寒冷暴露に合併し血管内血液凝固症候群
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図 2　症例 25）の研究報告を参考に作成した成長曲線
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図 3　成長曲線からみた摂食障害，ネグレクト，肥満について 6）

2003

による意識障害であり，発症年齢・時期（外気温が氷
点下 15.5℃の戸外放置）・初診時の身体所見を丁寧
に書きました。特に，冷たい手足に，新旧入り混じっ
たタバコの焼け跡などがあったという所見を強調しま
した。子どもの虐待例では，誰が付き添いで受診し，
経過を話したのは誰であるかが重要です。したがって，
現病歴には「両親は階段から落ちて頭をぶつけ，翌日
起こそうとしたが体が冷たくなっていた」とそのまま
記載しました。
＜その後の経過・転帰＞では，意識障害から回復し
た後いったん退院しましたが，自宅に戻ると成長曲線
の停滞が見られ，1年後の冬に足指を切断せざるを得
ない凍傷に陥りました。成長曲線の変化と家庭の生育

環境との間に，強い関連性があることが推察されまし
た（図 2）。
今回提示した 2症例ですが，それぞれ新規性のある
論文ではありません。しかし，症例 1では，細胞増多
がなくてもグラム染色で診断できる髄膜炎がありうる
こと，症例 2では，成長曲線は内分泌疾患がなくとも
成育環境によって変化する可能性があることを示すこ
とができました。
その後，日本小児科学会で心の健康問題を担当した

時に，「成長曲線からみた摂食障害，ネグレクト，肥
満の早期発見法について」というパンフレットを作成
することができました６）。図 3の左が神経性食欲不振
症（渡辺久子先生提供），中央が子どものマルトリー
トメント（奥山眞紀子先生提供），右が子どもの肥満
（伊藤善也先生提供）に関する成長曲線です。

Ⅲ．倫理・個人情報保護について

個人情報保護の観点が厳しくなり，症例報告を書く
時にも同意書の取得が不可欠となりました。医師や看
護師はカルテを活用して，本人・保護者の同意書を残
しておくことが可能ですが，保健師，教育・福祉関係
の場合は，記録を共有することが難しくなります。こ
のような場合は，所属長と相談の上，日誌などを充実
させ，家族や本人の同意書を保管するのが良いでしょ
う。
しかし，子どもの虐待に関する場合は，同意書を取
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得することは特に難しいです。今回提示した症例 2は，
30年以上も前の論文であり，公益性を優先して，同
意書を得ることなしに論文としました。
現在では裁判になる可能性も高く，虐待例の家族か
ら同意書を取得することはほぼ不可能です。そうは
言っても，論文は科学的に正確な記載が求められてお
り，職業や性別を変更することは認められておりませ
ん。個人情報を保護するための情報の加工の方法は，
ガイドラインに「匿名加工情報」についての説明があ
りますが７），「当該個人情報符号を削除する」としか記
されておりません。
子どもの虐待例を経験し，共益性が高く報告する価
値があると判断した場合は，所属長，掲載希望雑誌の
編集委員とどのように発表するのが良いかを検討して
ください８）。

Ⅳ．お わ り に

最近の学会誌に，臨床研究のすすめや科学論文の書
き方，査読の仕方といった特集が目立つようになりま
した。専門性の高い遺伝子解析や分子標的薬に関する
論文が増加している反面，現場からの症例報告が減っ
たように感じます。情報が溢れている現代社会におい
て，第一線で働くスタッフは，自ら症例報告を書くこ
とに臆病になっているのではないでしょうか。
しかし，小児保健は，在宅医療，子どもの発達障害，
心の健康問題，いじめ，自殺，虐待といった幅広い領
域を担当し，今後ますます重要となる分野です。エビ
デンスが高いもの，ガイドラインに沿った診療が求め
られる時代ですが，思いもかけないことが次々と起き
てくる可能性の高い分野です。関連機関とどのように

工夫して，連携を成功・失敗させたかを他の医療ス
タッフ・チームにも示してください。
「自分もそう思っていたのに」と後悔しないように，
積極的に症例報告を書いてみましょう。
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